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1月号)

①

給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票

(給
与
支

払
報
告
書
)

提
出
義
務
者
は
、平
成
器
年
中
に
俸
給
、

給
料
、
賃
金
、
歳
費
、
賞
与
な
ど
の
給
与

等
を
支
払
っ
た
者
で
す
。

｢給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票
｣
は
、
給

与
等
を
支
払
っ
た
す
べ
て
の
者
に
つ
い
て

法

定

調

書

朧
提
平
月

◇
そ
の
提
出
範
囲
と
留
意
点
◇

く

1

③

報
酬
、
料
金
、
契
約
金
及
び
賞
金
の

支
払
調
書

提
出
義
務
者
は
、
平
成
23
年
中
に
所
得

税
法
第
2
0
4
条
第
1
項
各
号
並
び
に
所

得
税
法
第
1
7
4
条
第
ぬ
号
及
び
租
税
特

別
措
置
法
第
虹
条
の
加
に
規
定
さ
れ
て
い

る
報
酬
、
料
金
、
契
約
金
及
び
賞
金
を
支

払
っ
た
者
で
す
。

そ
の
際
特
に
注
意
を
要
す
る
の
は
、
源

泉
徴
収
の
対
象
と
な
ら
な
い
報
酬
、
料
金

等
に
つ
い
て
も
こ
の
支
払
調
書
の
提
出
が

必
要
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。

④

不
動
産
の
使
用
料
等
の
支
払
調
書

提
出
義
務
者
は
、
平
成
23
年
中
に
不
動

産
、
不
動
産
の
上
に
存
す
る
権
利
、
総
ト

ン
数
即
ト
ン
以
上
の
船
舶
、
航
空
機
の
倍

受
け
の
対
価
や
不
動
産
の
上
に
存
す
る
権

利
の
設
定
の
対
価
を
支
払
っ
た
法
人
と
不

動
産
業
者
で
あ
る
個
人
で
す
。

こ
の
支
払
調
書
の
提
出
範
囲
は
、
同
ゞ

人
に
対
す
る
平
成
23
年
中
の
支
払
全
額
の

合
計
が
郎
万
円
を
超
え
る
も
の
で
す
。

ま
た
、
法
人
に
支
払
う
不
動
産
の
使
用

料
等
に
つ
い
て
は
、権
利
金
、更
新
料
等
の

み
を
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

⑤

不
動
産
等
の
議
受
け
の
対
価
の
支
払

調
書

提
出
義
務
者
は
、
平
成
器
年
中
に
譲
り

受
け
た
不
動
産
、
不
動
産
の
上
に
存
す
る

権
利
、
総
ト
ン
数
20
ト
ン
以
上
の
船
舶
、

航
空
機
の
対
価
を
支
払
っ
た
法
人
と
不
動

産
業
者
で
あ
る
個
人
で
す
。

こ
の
支
払
調
書
の
提
出
範
囲
は
、同
一
人

に
対
す
る
平
成
23
年
中
の
支
払
金
額
の
合

計
が
1
0
0
万
円
を
超
え
る
も
の
で
す
。

⑥

不
動
産
等
の
売
買
又
は
貸
付
け
の
あ

っ
せ
ん
手
数
料
の
支
払
調
書

提
出
義
務
者
は
、
平
成
器
年
中
に
不
動

産
、
不
動
産
の
上
に
存
す
る
権
利
、
総
ト

ン
数
即
ト
ン
以
上
の
船
舶
、
航
空
機
の
売

買
又
は
貸
付
け
の
あ
っ
せ
ん
手
数
料
を
支

払
っ
た
法
人
と
不
動
産
業
者
で
あ
る
個
人

で
す
。

こ
の
支
払
調
書
の
提
出
範
囲
は
、
同

一

人
に
対
す
る
平
成
器
年
中
の
支
払
金
額
の

合
計
が
郎
万
円
を
超
え
る
も
の
で
す
。

“鷲

以
上
の
法
定
調
書
を
税
務
署
に
提
出
す

る
場
合
に
は
、
作
成
し
た
各
法
定
調
書
と

｢給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票
等
の
法
定
調

書
合
計
表
｣
を
併
せ
て
提
出
し
ま
す
。

な
お
、
各
法
定
調
書
に
は
提
出
範
囲
に

限
度
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
該
当

す
る
も
の
は
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
せ

ん
。詳

細
は
、
税
務
署
よ
り
配
布
の

｢給
与

所
得
の
源
泉
徴
収
票
等
の
法
定
調
書
の
作

成
と
提
出
の
手
引
｣
を
ご
参
照
下
さ
い
。

表紙写真 :冬の男体山 (栃木県 ･日光国立公園)
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終
受
-■
-ト
フ
ヨ

か

う
ち旧
“の
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一家
、刀
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魁
対
ヱ
栄
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澄
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燐
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醸
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予
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三
･
よ
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!
-
、
二
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全
戸
h
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筏

作
J

ね
℃
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三
で
ふ化
宿
れ

飛

鑄
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l
l
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-
r
l
-
‘
:
が
髭
.
｣

畿

『I
一
｢へ
、
二
釧
遡

6

否
、

珪

三
一

術
刻
K

し
.し
上
巴

礎

-二

-;

M
E
"
"
｢
"
名
川
作
亡
′‘
)
｣“M
′秀
二
メ
I
匂
ね

彬“

‘“奪
う
◆総
“
軟
“

ダ
Vハ
ゼ
ト
だ
沃
“
ヌ
が
弐
そ
筑
ダ
"
“製

昨
年
3
月
に
発
生
し
た
原
発
事
故
に
よ

沖
縄
電
力
を
除
く
9
電
力
会
社
と
政
府

る
停
電
は
直
接
的
な
影
響
を
受
け
た
東
北

に
よ
る
冬
の
節
電
要
請
期
間
は
3
月
知
日

や
関
東
地
方
だ
け
で
な
く
、
結
果
と
し
て

ま
で
の
平
日
の
予
定
で
す
。
夏
場
に
比
べ

全
国
へ
と
そ
の
影
響
は
拡
大
し
ま
し
た
。

最
大
電
力
需
要
が
低
い
ケ
ー
ス
が
多
く
、

そ
し
て
夏
に
続
き
、
今
冬
も
電
力
不
足
が

計
画
停
電
や
使
用
制
限
は
避
け
ら
れ
ま
し

予
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
電
力
各
社
か
ら
節

た
が
、
年
間
を
通
じ
て
節
電
対
策
に
取
り

電
要
請
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
ゞ
般
家
庭
だ

組
む
こ
と
は
、
企
業
の
経
営
改
善
と
い
う

け
で
な
く
、
企
業
に
お
い
て
も
節
電
へ
の

視
点
か
ら
も
有
効
で
す
。

工
夫
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

企
業
の
節
電
対
策
で
大
切
な
こ
と
ば

｢
や
ら
な
く
て
い
け
な
い
｣
と
考
え
る
の

で

で
は
な
く
、
｢
エ
ネ
ル
ギ
ー
コ
ス
ト
を
低

0

ょ

契
機
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
で
す
。

鰓%

膨聯
封

妻
復
飾
瀰熟
議
窿
樣

“

等
≦
盟殿讓
簾
癒潴

〆

電

‐

シ
%

柊

な
電
力
消
費
の
要
因
に
な
っ
て
い
る
こ
と

ソ

m

汐
名
機
%
く

か
ら
、
こ
う
し
た
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
見

リ

ピ

6

′

直
し
ま
し
ょ
う
。
細
か
な
積
み
重
ね
で
も

プ

コ

継
続
的
に
行
え
ば
、
大
き
な
コ
ス
ト
削
減

歓餅

拗

現

シ

、

箱

顱%

“聯

~
明
%

緘

“

≦
/
鰍

〆

電

-

"

卸

コ
%

｢
‐

ソ

m

汐
桃
機
%
く

リ

ピ
6

′

プ

コ

に
つ
な
が
る
の
で
す
。

具
体
的
に
は
適
切
な
空
調
設
定
、
使
用

し
な
い
ス
ペ
ー
ス
で
の
空
調
、
照
明
、
O

A
機
器
の
電
源
オ
フ
、
座
席
を
離
れ
て
い

る
時
は
使
用
中
の
O
A
機
器
は
ス
タ
ン
バ

イ
モ
ー
ド
に
す
る
か
電
源
を
オ
フ
に
。
各

種
機
器
の
電
源
の
一
斉
起
動
を
避
け
る
、

フ
ィ
ル
タ
ー
清
掃
な
ど
各
種
機
器
の
メ
ン

テ
ナ
ン
ス
ー
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
空

調
の
フ
ィ
ル
タ
ー
清
掃
を
は
じ
め
空
気
の

流
れ
を
妨
げ
な
い
よ
う
職
場
の
整
理
整
頓

を
心
掛
け
る
こ
と
も
効
果
が
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
節
電
へ
の
取
り
組
み
は
職
場

に
お
け
る
3
S

(整
理

･
整
頓

･
清
掃
)

や
継
続
的
な
改
善
活
動
に
つ
な
が
り
ま
す

し
、
直
接
費
用
を
か
け
な
く
て
も
で
き
る

も
の
で
す
の
で
、
早
速
実
践
し
て
み
ま
し

よ
う
。

一
方
、
製
造
業
に
お
け
る
生
産
設
備
の

停
止
な
ど
は
非
現
実
的
で
す
が
、
シ
フ
ト

の
工
夫
な
ど
で
取
り
組
め
る
と
こ
ろ
が
あ

れ
ば
、
操
業
時
間
や
勤
務
体
制
な
ど
を
見

直
し
て
も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
小
売
店
や
卸
な
ど
の
業
種
は
一
般

的
な
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
と
は
異
な
り
、
冷
蔵

設
備
や
製
造
設
備
な
ど
業
種
特
有
の
機
器

や
店
舗
な
ど
顧
客
対
応
に
必
要
な
ス
ペ
ー

ス
が
あ
り
ま
す
。
業
務
の
支
障
の
な
い
範

囲
、
お
客
様
の
理
解
の
得
ら
れ
る
範
囲
で

の
節
電
計
画
を
検
討
し
ま
し
ょ
う
。

■
節
電
転
じ
て
業
務
改
革
に
■

今
夏
の
節
電
に
伴
い
、
業
務
内
容
や
従

業
員
の
働
き
方
を
見
直
し
た
結
果
、
生
産

性
が
向
上
し
た
企
業
も
数
多
く
、
節
電
を

一
時
的
な
対
応
に
終
わ
ら
せ
な
い
こ
と

で
、
業
務
改
革
に
つ
な
が
っ
た
ケ
ー
ス
が

あ
り
ま
す
。

飲
料
メ
ー
カ
ー
の
K
社
は
、
日
中
は
ブ

ラ
イ
ン
ド
を
あ
げ
て
日
光
熱
を
取
り
入

れ
、
夜
は
閉
め
て
保
温
効
果
を
高
め
る
な

ど
細
か
い
指
示
を
出
し
て
い
ま
す
。
節
電

は
生
産
の
足
か
せ
で
は
な
く
、
改
善
で
き

る
工
程
の
洗
い
出
し
に
つ
な
が
る
も
の
と

位
置
づ
け
て
い
ま
す
。

食
品
加
工
の
S
社
は
今
夏
、
事
務
職
員

は
原
則
と
し
て
午
後
6
時
以
降
の
残
業
を

禁
止
と
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
社
員
の

残
業
時
間
が
従
来
の
半
分
近
く
に
ま
で
減

少
し
た
こ
と
を
受
け
、
秋
以
降
も
継
続
す

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
｢決
算
処
理
を
月

末
に
集
中
し
な
い
｣
｢作
業
工
程
を
書
き

出
し
て
無
駄
を
な
く
す
｣
な
ど
の
取
り
組

み
が
効
率
化
に
つ
な
が
っ
た
よ
う
で
す
。

同
社
で
は

｢業
務
レ
ビ
ュ
ー
会
議
｣
を

毎
月
開
催
し
、
残
業
し
な
い
よ
う
な
業
務

内
容
と
働
き
方
を
徹
底
し
て
見
直
す
こ
と

で
、
コ
ス
ト
を
削
減
で
き
た
だ
け
で
な
く
、

社
員
の
意
識
改
革
に
も
つ
な
が
り
、
生
産

性
が
向
上
し
た
と
い
い
ま
す
。
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平
成
器
年
蛇
H
2
日
に
、
平
成
23
年
度

税
制
改
正
に
関
す
る
法
律

｢経
済
社
会
の

i府
…

構
造
の
変
化
に
対
応
し
た
税
制
の
構
築
を

凝鮒…
　
　
　

す
る
法
律
｣
が
公
布
さ
れ
ま
し
た
。

用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り

今
回
公
布
さ
れ
た
こ
の
法
律
の
う
ち
、

ま
し
た
。

｢更
正
の
請
求
｣
に
つ
い
て
主
に
以
下
の

所
出
出
調
徴
付
付
資
期
の
限
12
限
蛯
届
n
づ
期
る
期
.
費
決
法
期
税
月
期
税
法
は
期
支
出
出
る
出
長

災
÷

よ
う
な
改
正
が
行
わ
れ
ま
し
た
o

際鏡歌背離験講勘絵類が錢物呻時秒
鱸鱸
醐で瀰離綴鰊総溌蝋淺璃脂搦轆嘴糊啄麟叔"瀦熟濃解靴搬騷燕選鮒凝“鰈“癆檄
…

更
正
の
請
求
期
間
の
延
長

さ
れ
る

｢控
除
額
の
制
限
｣
が
あ
る
措
置

卿

2
0
1
2
年
の
幕
が
明
け
た
。
昨

営
が
移
っ
た
。
テ
レ
ビ
が
情
報
社
会
剛

に
つ
い
て
、
更
正
の
請
求

(又
は
修
正
申

平
成
23
年
屹
月
2
日
以
後
に
法
定
申
告

剛
年
は
大
震
災
や
台
風
な
ど
大
き
な
目

の
主
役
だ
っ
た
。
▼
そ
し
て
昨
年
、

脚

告
書
)
の
提
出
に
よ
り
、
適
正
に
計
算
さ

I

期
限
が
到
来
す
る
国
税
に
つ
い
て
、
更
正

剛
然
災
害
に
見
舞
わ
れ
た
ー
年
だ
っ
た

の
▼
球
団
を
買
収
し
た
の
が
デ
ィ
ー

.
ェ
馴

れ
た
正
当
額
ま
で
当
初
申
告
時
の
控
除
等

l

の
請
求
が
で
き
る
期
間
が
法
定
申
告
期
限

馴
が
、
今
年
は
本
格
的
な
復
興
に
向
け

こも

ヌ

.
エ
ー

(D

e
N
A
)
だ
。
携
帯

皿

の
金
額
を
増
額
す
る
と
が
で
き
る
こ
と
と

=

か
ら
÷原
則
と
し
て
5
年
(改
正
前

…
1
年
)

さ
れ
ま
しゞ
た
o

劇た細“‘知れ稀望
紛雑Nと
な
り鈎僕
老
すり
滝群紙向
けが
川‘ム澄江の大拝
姪、
臓

‘涎浸され馨れ欽"
2

一月

｢事
実
を
証
明
す
る
章三類
｣
の

馴
貴
重
な
衲
雑
ぱ
く
滅
ゐ
勿た
鯛
湖
鰄

目
･

た
り
協
力
し
を
が
A双※遊ん
だ
塀
翔
る
劇

に鷲
申
告
朧
難
務
る
国
税
靖

添
付
義
務
の
明
確
化

岬
で
あ
る
o

そ
の
英
語
の
｢ホ
エ
I
ル
｣

ヒ

ゲ
I
ム
の
運
営
を
し
て
い
る
企
業
川

更
正
の
請
求
に
際
し
て
は
、
更
正
の
語

=

い
て
は
･

更
正
の
請
求
の
請
ぶ氷
関
限
は
足

蹴
の
名
前
を
付
け
決
め
が
プ
ロ
野
球
の

翻
刻

焚
0
▼
球
団
の
経
営
母
体
は
時
代
の
劇

来
通
り
法
定
申
告
鯏期
限
か
ら
1
年
と
な
り

馴
ら※孵足
し
けれ
羽
欲
ば
れ
第翹
"

と
~明
粥
鮖
姥
役
者
燕
鰡
勿?-
れ
て
、隣
鰤

ま
す
の
で
ご
衞
事
息
下
さ
い
o

す
る
圭
昇
類
｣
の
添
付
が
必
要
と
な
る
こ
こ
乙

剛
表
し
た
o
め
鯛
代
に
閖
映
画
会
社
と

舜
ん

縦
造
変
化
酬
爽
切
で
い
叡
o
今
年
劇

求
の
理
由
の
基
礎
と
な
る

｢事
実
を
証
明

I

う

▼
童

艾
の
食
ネ
不
足
の
玉
t

岫一入
、ネ
ソ
ト
上
で
矢
ら
な

ノ
と

単
し

だ
し

平
成

年

月
2
日
よ
豆

を
し

一言
一三

R
L

啜
□

“

-
』
“

‘琵

‘‘

-
大
洋
隷
工

談
裟に
刃
志
年
増

聡
と
痣
腹
ゎ
そ
ら

球
-

Y
又器
メ
1
ズ

.
同
名

そ
の
日
イ
を

′‘
▼

陣

み
る

一
発
衣
オ
1
｣

日
本

制

E
D
清
R
堕
困
り
広
大

が
明
確
化
さ
れ
ま
し
た
。

剛
共
同
で
球
団
を
経
営
し
た
こ
と
も
あ

時
は
時
代
の
変
化
を
敏
感
に
感
じ
取
劇

･輻
反
福
留
湖
法
ら
:r
t

こ
の
改
正
は
平
成
教
年
2
月
者

以
後

剛
る
。
映
画
が
ま
だ
娯
楽
の
代
表
だ
っ

り
、
柔
軟
な
発
想
を
持
っ
た
1
年
と
鰤

更
正
の
≦西
求
範
囲
の
拡
大

当
初
申
告
の
際
、
申
告
書
に
適
用
金
額

に
行
う
更
正
の
請
求
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

馴
た
時
期
だ
。
そ
の
後
、
放
送
局
へ
経

し
た
い
も
の
だ
。


